
政府は１月２９日の臨時閣議で平成２４年度一般予算を決定しました。農林水産省予算総額は２兆
２９７６億円で前年度当初予算額の５．７％増。このうち、畜産部関係では１７７０億円（前年度１７４１億円）
が計上されました。畜産部関係の概要は次の通りです。
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平成２５年度畜産・酪農関係予算の概要
農林水産省生産局畜産部

畜産・酪農経営安定対策
※印は国が直接実施する事業、その他はALICが実施する事業

（ ）内は２４年度

【［所要額］177,008（174,048）百万円】

○酪農経営安定のための支援
加工原料乳およびチーズ向け生乳を対象に助成金等を交付するとともに、取引価格が低

落した場合の補塡を実施。持続的な経営を行う酪農家（飼料作付面積を確保し環境負荷軽
減に取り組んでいる者）に対し、飼料作付面積に応じた交付金を交付。

独立行政法人農畜産業振興機構 畜産業振興事業

行行政政のの窓窓

1



�
�
�
�
�
�
�

加工原料乳生産者補給金 〔所要額〕２２，７４３（２２，３５３）百万円�
�
�
�
�
�
�

チーズ向け生乳供給安定対策事業 ※ 〔所要額〕 ８，７６７（ ８，７６７）百万円
加工原料乳等生産者経営安定対策事業の継続
持続的酪農経営支援事業 ※
（前年度：酪農環境負荷軽減支援事業） 〔所要額〕 ６，２２９（ ６，２２９）百万円

○肉用牛繁殖経営安定のための支援
肉用子牛価格が保証基準価格を下回った場合の生産者補給金に加え、肉専用種の子牛価

格が発動基準を下回った場合に、差額の３／４を交付。

�
�
�

肉用子牛生産者補給金 〔所要額〕２１，２９６（２１，２９０）百万円�
�
�肉用牛繁殖経営支援事業 〔所要額〕１５，８７７（１３，３１２）百万円

○肉用牛肥育経営安定のための支援
粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補塡金と

して交付。また、一部の県において地域算定をモデル的に実施。

�
�
�

肉用牛肥育経営安定特別対策（新マルキン）事業〔所要額〕８６，９４２（８６，９４２）百万円�
�
�※２４年度補正予算による積み増しあり

○養豚経営安定のための支援
養豚経営の収益性が悪化した場合に、生産者と国の積立金から、粗収益と生産コストの

差額の８割を補塡金として交付。

�
�
�

養豚経営安定対策事業 〔所要額〕９，９６６（９，９６６）百万円�
�
�※２４年度補正予算による積み増しあり

その他のALIC畜産業振興事業
（ ）内は２４年度

【［所要額］17,596（14,173）百万円】

（所要額）
○酪農経営安定対策補完事業（拡充） ８１８（４８４）百万円

・傷病時のヘルパー利用の円滑化に加え、ヘルパーを活用した生産基盤の強化等地域の自
主的な取組を支援（拡充）

・生乳の品質改善や生産性向上、遺伝子情報を利用した改良体制の強化を行う牛群検定組
合の取組を支援（拡充）
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○酪農生産基盤回復緊急支援事業（新規） １，００３（０）百万円
・都府県の生乳生産基盤の維持・回復を図るため、生産基盤回復計画に基づき、地域にお
ける乳牛の維持・継承、飼養管理技術の改善等の取組を行う酪農家の集団を支援

○加工原料乳確保緊急対策事業（新規） ５４３（０）百万円
・生産者の計画を踏まえて加工原料乳の確保に向けた取組を緊急的に行う指定団体に対
し、加工原料乳１㎏当たり３０銭相当を交付

○肉用牛経営安定対策補完事業（拡充） ３，３２６（２，０７７）百万円
・優良な繁殖雌牛の増頭による中核的な繁殖経営の育成を支援（拡充）
・農協等が飼養管理施設を整備し、新規参入者に貸付ける取組を支援（拡充）
・繁殖雌牛の増頭等のための簡易牛舎の整備・改造等を支援（新規）
・地域の肉用牛改良に必要な優良な繁殖雌牛の導入を支援（新規）
・肉用牛ヘルパーの推進を支援
・地方特定品種の生産や離島等における肉用子牛の集出荷等を支援
・肉用子牛等の預託の取組を支援（拡充）

○食肉流通改善合理化支援事業（拡充） ２，５８６（１，９８４）百万円
・国産牛肉の加工品試作や入札販売会等の取組を支援（新規）
・産地食肉センターや家畜市場等の設備の改善、食肉卸売市場の機能強化、食肉卸売経営
の安定化、食肉小売機能の高度化の取組を支援

○畜産高度化支援リース事業 貸付枠：３，９５５（４，７５７）百万円
・堆肥保管、畜産環境整備や食肉販売等の合理化、生乳流通の効率化に必要な施設のリー
ス方式による導入を支援

大家畜・養豚特別支援資金融資枠：５００億円
○畜産特別支援資金融通事業 畜産経営改善緊急支援資金融資枠：５００億円ほか

※２４年度補正予算による措置あり
・配合飼料価格の高騰等により負債の償還に支障を来している経営に対し、負債の一括借
換等長期・低利の資金を融資。

・家畜伝染病発生により深刻な影響を受けた畜産経営に対し、経営再開等に必要な低利資
金を融通。

○家畜防疫互助基金支援事業 基金規模：３，８８４（３，８８４）百万円
・口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病が発生した場合に備えた互助基金の
造成を支援
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詳しくは、以下のホームページを参照ください。
【農林水産省畜産部ホームページ】
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/

○国産畜産物安心確保等支援事業 ４６５（７８７）百万円
・家畜個体識別システムの円滑な運用、BSE発生農家の経営再建、鳥インフルエンザ発生
時における食鳥処理の円滑化等を支援

○畜産副産物適正処分等推進事業 ６，８８６（６，８９４）百万円
・BSE発生を踏まえた牛肉骨粉や牛せき柱の適正処分等を支援

１．加工原料乳生産者補給金単価及び限度数量

２４年度 ２５年度
補給金単価 １２．２０円／kg １２．５５円／kg
限度数量 １８３万t １８１万t

２．指定食肉の安定価格（単位：円／kg）

２４年度 ２５年度

豚肉
安定上位価格 ５４５ ５５０
安定基準価格 ４００ ４０５

牛肉
安定上位価格 １，０６０ １，０７０
安定基準価格 ８１５ ８２５

３．肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格（単位：円／頭）

２４年度 ２５年度

保証基準価格

黒毛和種
褐毛和種
その他の肉専用種
乳用種
交雑種

３１０，０００
２８５，０００
２０４，０００
１１６，０００
１８１，０００

３２０，０００
２９２，０００
２０９，０００
１２２，０００
１８８，０００

合理化目標価格

黒毛和種
褐毛和種
その他の肉専用種
乳用種
交雑種

２６８，０００
２４７，０００
１４２，０００
８３，０００
１３８，０００

２７３，０００
２５１，０００
１４４，０００
８６，０００
１４２，０００

（参考）平成２５年度 畜産物価格等の決定

今回の合理化目標価格の適用期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までとする。
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前回はエコフィードの定義と意義について

触れましたが、今回はエコフィードに関する

法規と入手方法について解説します。

現在はエコフィードの給与試験などが多く

の試験研究機関で取り組まれており、さまざ

まなデータの蓄積が行われています。しかし、

「どうやってエコフィード原料を集めるのか、

入手するか」ということはあまり気に留めら

れていないように思います。当たり前ですが、

どんなに優れた材料でも、入手ができなけれ

ば利用することはできません。往々にして、

「回収するコストが見合わない」「法規制のた

め運搬を委託できない」などの問題に直面し

がちです。

当社（有限会社環境テクシス）はエコ

フィードの製造、流通に携わっていますが、

どのように入手するかがエコフィードの利用

の可否を決めるかなり重要なポイントである

と考えています。現場での経験からエコ

フィード入手に関する諸問題について考えて

みたいと思います。

エコフィードに関連する法規

エコフィード利用に当たって関連する法規

で特に重要なものが――

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する

法律（飼料安全法）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）

の２つです。どちらも細かい要件と厳しい罰

則が定められています。また――

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法

律（食品リサイクル法）

も関連しますが、この法律ではエコフィード

利用を推進するよう定められています。利用

する立場からみると、エコフィードの供給拡

大にうまく利用したい法律です。

１）飼料安全法

飼料安全法で特に留意すべき点は動物性タ

ンパク質の取り扱いです。牛を含む反すう動

物には卵、牛乳以外の動物性タンパク質は原

則的に給与できません。

無論、牛に魚のアラを与える人はいないと

思いますが、要注意なのは加工食品です。意

外なものにダシやビーフエキスなどの動物性

タンパク質が含まれていることがあります。

例えば、ビスケットなどの菓子類、インスタ

ントラーメンなどの乾麺は要注意です。

中小規模畜産経営のためのエコフィード給与の現状と課題
第２回 エコフィードに関する法規と入手方法

㈲環境テクシス 高 橋 慶
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また、豚に給与する場合も魚のアラなどを

取り扱うためには「農林水産大臣の確認」と

いう手続きが必要となります。表１に動物性

タンパク質の取り扱いについてまとめました

ので確認してください。

また、エコフィード利用に関する飼料安全

法の解説として、「食品残さ等利用飼料の安

全性確保のためのガイドライン」が作られて

います。

この中では、品質管理の手法や、保存すべ

き帳票などについても詳しくふれられてお

り、畜産農家においてもこれらを順守してい

くことが求められています。

飼料安全法における動物性タンパク質の取

り扱いに関して不明な点があれば、近くの農

林水産消費安全技術センターに問い合わせを

行い、逐次確認を行うことをお勧めします。

２）廃掃法

エコフィードを利用する際に、それが「廃

棄物」として取り扱われている場合、廃掃法

の制約も受けることとなります。畜産農家が

直接食品メーカーや飲食店などと取り引きを

行う場合、特に注意が必要です。

① 廃棄物とは

まず、廃棄物の定義が問題となります。廃

掃法では「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、

ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死

体その他の汚物または不要物であつて、固形

状又は液状のもの」と定義されていますが、

環境省の見解では総合判断説というものを

取っています。乱暴ないい方をすると、ゴミ

のようなものは廃棄物であるという考え方で

す。しかし、実際は廃棄物行政の行政実務担

当者は価格による判断を行うケースが多いよ

表１ 動物性タンパク質の取り扱い

《事業形態ごとの動物性タンパク質を含む食品残さ注の飼料化区分表》

（出典（独）農林水産消費安全技術センター（FAMIC））
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うです。ものを受け取る際に対価を受領する

場合は、廃棄物と見なし、逆に対価を支払う

場合は、廃棄物ではなく有価物と判断すると

いうことです。

お金をもらってものを受け取った場合、そ

れを不法投棄すると不当利益となります。逆

に、お金を払って手にいられたものの場合、

捨てることにより損失が発生するため、利益

を得るためにすぐに捨てられることはありま

せん。

そこで適正処理を担保するために、お金を

もらってものを受け入れる際には許可が必要

となるわけです。「きちんと豚に食べさせて

いるから処理はできている」「昔からお金を

もらっていたから」というのは違法行為と判

断されます。

逆に言えば、お金を出して廃棄物を購入す

れば有価物とみなされ、（原則的には）許可

は不要となる訳です。

②廃棄物の種類

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区別さ

れます。取り扱うにはそれぞれ別の許可が必

要となります。一般廃棄物は事業系一般廃棄

物と家庭系一般廃棄物に区別されますが、こ

れは法律的には区別がありませんので許可と

しては同一です。

食品系の廃棄物は排出事業者の業種によっ

て一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。

特に注意が必要なのが動植物性残さの取り

扱いです。全く同じ野菜くずであっても、食

品工場から出てくると産業廃棄物になり、

スーパーから出てくると一般廃棄物となりま

す。例えば産業廃棄物の許可しか有していな

いのに一般廃棄物を取り扱うと無許可営業と

なり、重大な罰則があります。

エコフィード原料としてみた場合、産業廃

棄物は比較的安定した量や品質が確保されや

すいのに対し、一般廃棄物はいわゆる食べ残

し系のものが多く、品質は産業廃棄物に比べ

劣ることが多いです。また、一般廃棄物は動

物性タンパク質が混入しやすいため牛への給

与は難しいと思われます。

③許可を取るために必要な条件

産業廃棄物、一般廃棄物の許可を取得して

いる畜産農家も多くはありませんがありま

す。許可を取得すべきかどうかは後述のよう

に判断が分かれるところですが、いくつかの

ポイントさえ押さえれば産業廃棄物処分業の

許可は畜産農家でも新規取得することは可能

です。

（表２）食品系廃棄物の法区分

廃棄物の種類 事業所の業種 廃棄物の区別

動植物性残さ 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業 産業廃棄物

上記以外の事業所 一般廃棄物

廃油
廃酸
廃アルカリ

全ての事業所 産業廃棄物
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メリット 直接取引のためコストが抑えられる

デメリット

回収の人件費等のコストが発生する
確実に回収する必要がある
処分費用をもらうためには許可が必
要
排出量の変動がある

メリット さまざまな商品を必要なだけ入手す
ることができる

デメリット 業者手数料の分割高となる

・処理を行う設備があること

・立地条件が法律、条例をクリアしているこ

と

・代表者、役員等が講習会を終了しているこ

と

・経営的な基礎が問題ないこと（債務超過で

ないこと）。

特に立地条件は非常に重要で、逆に言うと

場所がよければ許可取得は容易です。一方、

一般廃棄物処分業の許可は個々の自治体の判

断に委ねられているため、許可取得できるか

どうかは一概にはいえません。

３）食品リサイクル法

食品リサイクル法では業種に応じて食品リ

サイクルの目標値を設定しています。食品リ

サイクル法の指針では「飼料化は優先的に選

択することが重要である」とあります。残念

ながら中小企業では食品リサイクル法につい

て十分に把握していないことも多いですが、

エコフィードに関して法的な後押しがあるこ

とは利用側からもPRしていきたいものです。

エコフィードの入手方法

エコフィードを入手するにはさまざまな

ルートがありますが、畜産農家の経営形態に

よって向き不向きがあります。

１）畜産農家が直接食品関連事業所に引き取

りに行く

近年少なくなってきていますが、食品メー

カーや学校給食などの直接引き取りは一部の

畜産農家で現在も行われています。

食品メーカーの担当者と話していると、「養

豚農家が取りに来てくれていたけど、時々来

ないことがあり困るのでお願いするのをやめ

た」といった話を聞くことがあります。確実

に引き取ること、急に取りに来て欲しいと言

われたときにも対応できることが求められま

す。また、回収のトラックや人員も確保する

必要があります。

２）業者からの購入
①未加工商品

現在、乾麺やパン、フスマなどハンドリン

グのよい商品はエコフィード取扱業者によっ

て単味飼料として流通することが多くなって

います。

一番のメリットはエコフィードにつきもの

である量の変動の影響を緩和できることで

す。取扱業者は複数の食品関連事業所と複数

の畜産農家と取り引きを行っているため、排

出量が変動した場合畜産農家間で量の調整を

行うことができます。単味飼料を取り扱って

いる飼料代理店では菓子くずなどを取り扱っ

ているケースも多くあります。
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メリット 比較的安定供給され、コストも安価
である場合が多い

デメリット

供給量に限りがある
種類を選ぶことが難しい
牛向け（A飼料）は対応していない
場合が多い
粗脂肪含量が高い場合が多い

メリット 処分費用を受け取ることができ、飼
料製造により売上となる

デメリット
許認可の取得及び維持に手間がかかる
受入量の調整が困難
処分費用を受け取ることができるの
は品質が低いものが多い

②加工商品

食品残さを加工して乾燥エコフィードやリ

キッドフィーディングスープを製造している

事業者が全国的に増加しています。

ニーズに合致した飼料があればメリットは

大きいですが、成分などをよく確認して利用

する必要があります。一般廃棄物を原料とし

ている場合が多いですが、その場合、脂肪含

量などが高くなりがちなので注意が必要です。

３）廃棄物処分の許可を取得し、食品残さを

受け入れる

産業廃棄物または一般廃棄物処分業の許可

があれば受け入れの際に費用を受け取ること

が可能です。許可があれば、１）の直接引き

取りに行く場合でも費用を受け取ることがで

きますが、処分業の許可があれば廃棄物収集

運搬業者からの持ち込みも期待できます。

処分業の許可があれば残さの受け取りの際

にも費用を受け取ることができるため飼料製

造で利益が出て、畜産物も売れるので両方で

儲かる……と思われがちですが、処分費用を

受け取ることにはデメリットもあります。

最大のデメリットは受入量の調整が難しい

ことです。畜産農家の場合、急にたくさんの

残さが持ち込まれても使えるエサの量は一定

です。規模が非常に大きい農家でしたらたく

さんの事業者と取り引きし、量の平準化を図

ることができますが、小規模農家の場合一軒

の事業者からの変動が全体に及ぼす影響が大

きくなります。また、前回も書きましたが、

良質な食品残さは取り合いになってきていま

すので、処分費用を受け取ることが難しく

なっています。

ただし、水分が多いものに関してはまだ処

分費用を受け取ることができるケースが多い

です。このため、豚のリキッドフィーディン

グや牛のTMRなど、水分が多い原料を使用す

ることができる飼料の場合は廃棄物処分の許

可取得の意義があります。

個人的には廃棄物処分業の許可は規模が大

きい場合と給餌がリキッドフィーディングや

TMRの場合には取得のメリットがあるが、そ

れ以外はデメリットが大きいと考えていま

す。

いずれにしても、廃棄物の許可取得に関し

てはこの関係に詳しい行政書士などに相談さ

れることをお勧めします。

次回はエコフィードを取り扱うに当たって

農場に必要な設備について述べたいと思いま

す。
（筆者：㈲環境テクシス代表取締役）



貸借対照表（資産負債調）

貸借対照表は、経営の財政状態を表してい

ます。具体的には、１年間の期首（１月）と

期末（１２月）の一つの時点の資産の保有状況

とその調達方法である資金の借入状況や未払

い状況、資本の状況等を捉え、経営の体力・

安全性を表しています。

通常は、下記のような式になっています

（これを貸借対照表等式とよびます）。

資産 ＝ 負債 ＋ 資本

図２の１２月３１日 の 期 末 で は、資 産 は

３０，０４４，２１４円、負債は８，９１６，４９２円、資本は

２１，１２７，７２２円になります。

貸借対照表の「資産の部」から現金化しや

すい資産（流動資産）と「負債・資本の部」

から短期で支払わなければならない負債（流

動負債）をそれぞれ抜き出すと、経営の安全

性を見る指標の一つである「流動比率」を把

握することができます。

流動比率（％）

＝流動資産�流動負債�１００

さらに、現金や預金等もっと現金化しやす

い資産（当座資産）だけを抜き出せば、「当

座比率」を見ることができます。

当座比率（％）

＝当座資産�流動負債�１００

資産

次に資産を見ていきたいと思います。図２

を基に資産を分類すると図３のようになりま

す。

資産は大きくは流動資産と固定資産に分け

ることができます。また、流動資産は当座資

産と棚卸資産に分けることができます。

図２における各勘定科目の期末・期首・平

均残高を図３の右端に整理しています。この

勘定科目から、流動資産と固定資産の違い、

または当座資産と棚卸資産の違いを類推でき

るでしょう。

固定資産は、①１年以上経営の中に存在す

る、②取得価額（取得原価）が１０万円以上と

「早期改善のための畜産経営支援マニュアル（平成２４年３月、畜産経営支援協議会発行、以
下「本マニュアル」）」の掲載内容紹介。第３回は、畜産経営の経営分析（経営成果の把握）
にあたって必要となる基礎知識のうち、貸借対照表を中心に説明します。

畜産経営分析の視点を学ぼう③ 貸借対照表の見方
―早期改善のための畜産経営支援マニュアルより―

編 集 部
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図１ 畜産経営事例の損益計算書例

図２ 畜産経営事例の貸借対照表例
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いう２つの条件を充足するものです。それ以

外は、流動資産になります。

当座資産は現金および短期間で換金可能な

資産です。短期間で換金可能な資産の中には

売掛金や未収金のような債権も含まれていま

す。

棚卸資産は、①農産物、②仕掛品、③原材

料に大きく分けることができます。具体的な

勘定科目では、下記のように対応しています。

①農産物 ＝ 農産物等

②仕掛品 ＝ 未収穫農産物等、未成熟

の果樹・育成中の牛馬等

③原材料 ＝ 肥料その他の貯蔵品

②の仕掛品で、「未収穫農産物等」と「未

成熟の果樹・育成中の牛馬等」の違いは、前

者が肥育畜（肥育牛や肥育豚）であり、後者

が酪農の経産牛および肉用牛の繁殖雌牛の育

成牛です（詳しくは、前号で紹介した「育成

費用」を参照して下さい）。

なお、資産では流動性という用語が重要に

なってきます。流動性を言い換えれば、換金

可能性とも言えるでしょう。流動性（換金可

能性）を大小関係で表すと、以下のようにな

ります。

流動資産 ＞ 固定資産

当座資産 ＞ 棚卸資産 ＞ 固定資産

図３ 資産の分類（図２から）
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負債

負債は大きく①流動負債と②固定負債に分

けることができます。

固定負債は償還期限が１年以上の負債で

す。償還期限が１年未満の負債は流動負債に

なります。

図２では、買掛金３，１４５，９００円が流動負債

になります。借入金５，７７０，５９２円は、このま

までは流動負債か固定負債か分かりません。

すなわち、借入金の内訳が必要になります。

短期借入金が流動負債、長期借入金が固定負

債になります。

以下の経営分析では、借入金５，７７０，５９２円

を長期借入金として計算しています。

資本

事業主貸、事業主借、控除前所得は資本の

グループに属します。これらを考慮した次年

度期首の元入金は以下のように計算されま

す。

次年度期首の元入金（１２，５２５，１６３円）
＝ 本年度期末の元入金 ＋ 事業主借

（１１，０９２，２９４円） （１，２４０，２５９円）
－ 事業主貸 ＋ 控除前所得
（８，６０２，５５９円）（８，７９５，１６９円）

従って、事業主借と控除前所得が次年度期

首の元入金を大きくし、事業主貸が次年度期

首の元入金を小さくします。

控除前所得の８，７９５，１６９円は損益計算書

（図１）の46と同一の金額であることに留意

して下さい。前述のように、個人経営の場合、

事業主の労働報酬部分を経費に含めることは

できません。しかし、それでは事業主はただ

働きになってしまいます。事業主が必要とす

る生活費はどこから調達すれば良いのかとい

う疑問がでてきます。実は、事業主は貸借対

照表の資産の処分を自由に行い、生活費に充

当することができるのです。この点が個人経

営と法人経営との違いです。それが事業主貸

です。事業主貸は下記のように考えると分か

りやすいでしょう。

事業主貸

＝（経営が）事業主に（資金を）貸す

すなわち、主語が経営であることに留意し

て下さい。経営から資金が持ち出されるので

減資になります。同様に、事業主借は下記の

ように考えると分かりやすいでしょう。

事業主借

＝（経営が）事業主に（資金を）借りる

すなわち、経営に資金が持ち込まれるので

増資になります。図２の事例では、事業主貸

が事業主借を７，３６２，３００円だけ上回っている

ことになります。従って、トータルでは

７，３６２，３００円の減資になっているのです。

事業主は、経営から自由に資金を持ち出せ

るからといっても減資になることを忘れては

いけません。経営の安定や成長には資本の充

実が不可分ですので、減資が続くと経営の成

長や安定を損なうことになります。
※本マニュアルでは財務諸表をイメージしやすい
よう、所得税青色申告決算書の財務諸表様式を用
いています。すなわち、個人経営を対象に話を進
めます。よって、「損益計算書」「貸借対照表」と
いう言葉は、特段の断り書きがない限り、青色申
告決算書の各様式を指していますのでご留意くだ
さい。
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（表１）肥育牛補塡金の単価の算定 単位：円／頭
区 分 肉専用種 交 雑 種 乳 用 種

平均粗収益 A ９３６，８５６ ５７０，４８２ ２９７，６１４
平均生産費 B ８９２，５０８ ６３５，６８７ ３８２，６４９
差額 C＝A－B ４４，３４８ △ ６５，２０５ △ ８５，０３５
補塡金単価 C╳ ０．８ ― ５２，１００ ６８，０００
注：１００円未満切り捨て

１．肉用牛肥育経営安定特別対策事業（新マルキン事業）の肥育牛補填金単価〔平成２４年１２月〕

牛肉・稲わらからの暫定規制値等を超えるセシウム検出に関する緊急対応策のうち肥育経営の
支援対策として、肉用牛肥育経営安定特別対策事業の平成２４年度の補塡金について、肉用牛肥育
経営の資金繰りが改善されるまでの間、月ごとに支払う方式を継続します。
（独）農畜産業振興機構は、平成２４年１２月に販売された交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛
肥育経営安定特別対策事業実施要綱第５の６の⑽のアの()アの肥育牛補塡金の単価については、表
１の通り公表しました。
また、補塡金の支払いは、２月下旬に行うこととしています。
なお、青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、千葉県、長野県、新潟県、宮崎県、

熊本県および鹿児島県については、平成２４年１２月に販売された生産者積立金の納付が免除された
交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛肥育経営安定特別対策事業実施要綱附則１０、１９および２２
の肥育牛補塡金の単価について、表２の通り公表しました。

（表２）肥育牛補塡金単価
（生産者積立金の納付が免除された交付対象の契約肥育牛）
肉専用種 交 雑 種 乳 用 種
― ３９，０００円 ５１，０００円

注：本事業は、新たな事業として基金の運営、管理を平成２２年４月から開始したことから、補塡金交付額に見
合う財源を確保できない場合、肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン事業）同様に、上記補塡金単価を
減額することがあります。

○ 肉用牛肥育経営安定特別対策事業実施要網（抜粋）
第５の６の⑽のアの()イ
県団体は、肥育安定基金の全額を取り崩してもなお支払うべき肥育牛補塡金の額に不足が生じる場

合は、理事長の承認を受けて、補塡金単価を減額することができるものとする。

各種補填金・交付金単価の公表について
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２．肉用子牛の平均売買価格及び生産者補給金交付単価〔平成２４年度第２四半期〕

農林水産省は、平成２５年１月２１日官報で、肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和６３年法律第９８
号）に基づく肉用子牛生産者補給金制度の平成２４年度第３四半期（平成２４年１０月から１２月まで）
の平均売買価格及び補給金単価を表３の通り公表しました。

（表３）肉用子牛の平均売買価格及び補給金単価 単位：円／頭

黒毛和種 褐毛和種 その他の
肉専用種 乳用種 交雑種

保証基準価格 ３１０，０００ ２８５，０００ ２０４，０００ １１６，０００ １８１，０００
合理化目標価格 ２６８，０００ ２４７，０００ １４２，０００ ８３，０００ １３８，０００
２４年度
第３四半期

平均売買価格 ４２４，８００ ３７６，８００ １３７，８００ ９７，８００ ２２２，７００
補給金単価 ― ― ６５，７８０ １８，２００ ―

３．肉用牛繁殖経営支援事業に係る四半期別品種区分別支援交付金単価〔平成２４年度第３四半期〕

（独）農畜産業振興機構は、平成２４年度第３四半期における販売又は自家保留された肉用子牛に
係る肉用牛繁殖経営支援事業実施要綱第３の４の⑴に規定する支援交付金の単価を表４の通り公
表しました。

（表４）肉用子牛の平均売買価格及び支援交付金単価 単位：円／頭
区 分 黒毛和種 褐毛和種 その他の肉専用種

①保証基準価格 ３１０，０００ ２８５，０００ ２０４，０００
②２４年度第３四半期平均売買価格 ４２４，８００ ３７６，８００ １３７，８００
③発動基準 ３８０，０００ ３５０，０００ ２５０，０００
④支援交付金単価
（③－②（②＜①の場合は①））�３／４ ― ― ３４，５００

注：１００円未満切り捨て

４．養豚経営安定対策事業の養豚補塡金単価〔平成２４年度第３四半期〕

（独）農畜産業振興機構は、平成２４年度第３四半期に販売された交付対象の事業対象肉豚に適用
する養豚経営安定対策事業実施要綱第４の２の⑺のアの養豚補塡金単価を表５の通り公表しまし
た。

（表５）養豚補塡金単価の算定
豚枝肉平均価格（平成２４年１０月から１２月の中央卸売市場及び
指定市場における「並」規格以上の重量加重平均価格） A 豚枝肉１kg当たり３９０円

保証基準価格 B 豚枝肉１kg当たり４６０円
保証基準価格と豚枝肉平均価格の差額 C＝B－A 豚枝肉１kg当たり７０円
１頭当たりの養豚補塡金単価 C╳０．８�７７kg
※１０円未満切り捨て

１頭当たり４，３１０円

注：確定は、第３四半期の生産者負担金の納付後となります。
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アイデアの発想

ロールベール活用型ミニサイロの概要

飼料イネの栽培面積が拡大するに従って、専用収穫機で調整された飼料イネのロールベー
ルが流通するようになりました。このロールベールは２００～３５０kgもの分量があるため、頭数
規模の少ない畜産農家、特に繁殖農家では、ロールベール丸々１個を直ちに使いきれません。
また、ロールベール状になっている飼料イネはベールグラブやローダー等の重機を持ってい
ないと取り扱いが大変で、機械装備が整っていない農家には導入が難しい状況でした。そこ
で、ロールベール状になった飼料を小規
模畜産農家でも扱いやすくし、ハンドリ
ング向上と給餌作業の軽労化を図ること
を目的に牛舎脇にも置けるロールベール
１個分のミニサイロを開発しました。

中央農業総合研究センター関東飼料イネ研究チーム（現在：耕畜連携飼料生産研究チー
ム）では、水田を有効活用して飼料自給率を向上させることを目標に、飼料イネの栽培から
収穫までの一連の技術開発、さらに、収穫した飼料稲発酵粗飼料の品質向上と利用促進を研
究対象としていました。
その研究の中で、ロールベールの発酵状況をチェックするため、数多くのロールベールを

剥く作業がありました。ロールベール成形用のトワイン（ひも）やネットを残さず取り外す
のに意外に手間がかかり、なんとか楽にできる方法がないものかと考えました。

ロールベール活用型ミニサイロ「くるくるむく蔵」は、底面がターンテーブルになってい
て左右自在に回転するので、トワインやネットの端をつかんで引っ張れば、名前の通りにく
るくるとトワインやネットが取れてくる仕組みになっています。トワインやネットが外れた
時に飼料がまわりにこぼれ落ちないように側面カバーが付いているのがポイントです。
側面カバーを観音開きにして、ターンテーブルの上にロールベールを置いて、ラップを剥

ぎます。側面カバーを閉じて、側面カバーの窓からトワインやネットを引っ張れば、飼料中
にトワインやネットの屑が残らず、きれいに手早くトワインやネットを取り外せます。上に

ロールベールのラップをはがした後に飼料をストックできるミニサイロ「くるくるむく蔵」
（独）農研機構 中央農業総合研究センター 吉田治男・江波戸宗大

装置の外形寸法：１．６５m（L）�１．５５m（W）�１．２０m（H） ２１８kg
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まとめ

ブルーシートや板などを被せれば、飼料の乾燥
を防ぎ、品質の劣化を遅らせることができます。
また、ミニサイロ内に保管してあるため、飼料
を散乱させることなく、野生動物などからの食
害も防ぐこともできるので、衛生面からも牛舎
周りを清潔に保てます。
側面カバーの下部は一部がスライド式に取り

外せる構造になっており、そこから飼料
を少しずつ取り出せます。この穴の位置
は、給餌に使うコンテナを下に置いた時
にちょうど良い高さになっており、幅も
コンテナに合わせてあるため、給餌作業
を効率よく行えます。この穴は左右２ヵ
所に空いており、給餌作業時の動線をコ
ンパクトにでき、設置場所を選びません。
また、２人同時に給餌作業を行うことも
できます。
このミニサイロでは飼料を常に穴の手

前から取り出せる点も便利です。ミニサイロの底面がターンテーブルになっているため、ター
ンテーブルを少し回してやれば、飼料が奥のほうからどんどん手前の方に出てくるからです。
現在の仕様では場所は固定式になっており、フォークリフトで動かすようになっています

が、キャスターを付けたり、運搬車の上に載せたりすることで、さらに給餌作業の効率化が
図れると考えています。

ロールベール活用型ミニサイロは、優れた創意工夫により職域における技術の改善向上に
貢献したと評価され、平成２３年度科学技術分野の文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞を受賞
しました。昨年に「あいであ＆アイデア」のコーナーで紹介しました、可搬給飼柵「らくら
くきゅうじくん」は放牧地やパドックで、今回のロールベール活用型ミニサイロ「くるくる
むく蔵」は牛舎周りでロールベール状の飼料の無駄を少なくするのに役立つ器具です。この
２つの器具を活用すれば、小規模畜産農家でもロールベール状の飼料をあらゆる場面で給餌
できます。ちょっとしたアイデアをみんなで共有して、多くの方々に自給飼料を上手に使っ
ていただき、地域ぐるみで耕畜連携を促進できればと考えております。

（筆者：（独）農研機構中央農業総合研究センター 耕畜連携飼料生産研究チーム）

側面カバーが３分割に開く
底がターンテーブルなっていて左右自在に回転する
ターンテーブルの直径： １．４０m

対応ロールベールサイズ： 直径 １．００m � １．００m 約４００kgまで
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